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2 0 2 5 年 8 月 7 日 

中 部 電 力 株 式 会 社 

 

浜岡原子力発電所 1･2号作業員休憩室（放射線管理区域外）の 

掲示物における焦げ跡の確認（火災） 

 

2025 年 8 月 7 日 13 時 25 分頃、協力会社社員が、浜岡原子力発電所 1･2 号作業

員休憩室（放射線管理区域外）にあるトイレ内の掲示物に焦げ跡があることを確認

しました。（火災報知器の鳴動なし、炎なし、発煙なし、臭いなし） 

焦げ跡を確認したため、14 時 20 分頃に消防署へ情報提供しました。その後、消防

署による現場確認の結果、火災と判断されたことを踏まえ、当社として 17 時 20 分

に発電所周辺市町との安全協定（注 1）に基づく通報事象「発電所敷地内において火

災その他の災害が発生したとき」に該当すると判断したため、お知らせいたします。 

この度は、ご迷惑・ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

本事象の時系列は以下のとおりです。 

 

13：25 頃 1･2 号作業員休憩室にあるトイレ内の掲示物（A4 サイズ）に焦げ跡

を確認 

14：20 頃 消防署へ焦げ跡があったことを情報提供 

14：35 消防署が発電所正門に到着 

15：00 消防署の現場確認開始 

15：01 消防署による火災判断 

15：02 消防署による鎮火を確認 

17：20 発電所周辺市町との安全協定に基づく通報事象に該当すると判断 

 

本事象は外部への放射能の影響に係る事象ではなく、人身災害もありません。 

今後、詳細な状況、発生原因の調査をおこない、適切に対応してまいります。 

 

別紙 浜岡原子力発電所 1･2 号作業員休憩室（放射線管理区域外）の掲示物におけ

る焦げ跡の確認（火災）の状況 

 

注 1 静岡県、御前崎市、牧之原市、掛川市および菊川市と当社が締結している「浜

岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書」および静岡県、島田市、磐田市、

焼津市、藤枝市、袋井市、吉田町および森町と当社が締結している「浜岡原子

力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」のことです。 

 

以 上 


